
 

横浜国際港都建設計画住宅市街地の開発整備の方針の変更 
 

横浜国際港都建設計画住宅市街地の開発整備の方針を次のように変更する。 
 
住宅市街地の開発整備の方針 
「別添のとおり」 
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１ 

１ 策定の目的 

本市における都市計画に関する方針は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、

「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」及び「防災街区整備方針」があり、

そのうち本方針は、良好な住宅地市街地の開発整備を図ることを目的とする。 

「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」及び「防災街区整備方針」の都

市計画決定権限が平成 24年４月に、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の都市

計画決定権限が平成 27年６月に本市へと移譲されたことから、地域の自主性及び自立性

を高めるという法改正の趣旨を踏まえ、以前にも増して、独自性と総合的な視点をもった

都市計画の積極的な活用を図り、その潜在力を最大限に引き出していくことが求められ

る。 

 

２ 住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整備又は開発の方針 

(1) 住宅市街地の開発整備の目標 

  ① 住宅市街地のあり方 

    少子高齢化や社会経済のグローバル化、環境問題の進展など、社会全体が大きな転

換期を迎えている。人口については、市全体では増加傾向にあるものの、減少してい

る地域もあり、特に、郊外の計画開発地や大規模団地等では、少子高齢化と人口減少

が進み、地域の暮らしを支えるコミュニティの活力の向上が求められている。 

こうした中、今後も人々を惹きつけ発展し続けていくために、市民生活の基盤であ

る住宅が、魅力を持ちつづけ、安心して快適に暮らすことができる環境である必要が

あり、さらに、横浜の魅力や活力を創造していくために、市民、事業者や行政などが

協働して、持続可能なまちを目標に、良好な住まいと住環境を実現する。 

 

   ② 良好な住まいと住環境の確保等に係る目標 

横浜の歴史や文化に育まれてきた地域の資源、市民が培ってきた地域力を生かし

て、誰もが、住みたい、住み続けたいと思えるまち、次世代に残していきたいと思え

る価値ある住まいと住環境の形成を目指す。 

 

(2) 良好な住宅市街地の整備又は開発の方針 

① 地域特性に基づく居住環境の改善又は維持に関する事項 

地域の個性や特色に応じた魅力的な居住を実現し、豊かさを実感できる良質で持

続可能な居住環境を確保することにより、人口減少社会の到来にあっても選択され

うる住宅市街地の形成を進める。また、市街地開発事業や地区計画などの都市計画手

法のほか、住宅市街地総合整備事業や建築協定などを活用しつつ、それぞれが目指す

地域像に相応しい住宅の形態・密度等を誘導し、既存の住宅市街地を中心にコンパク

トなまちづくりを進める。 



 

２ 

ア 横浜都心、新横浜都心 

横浜都心及び新横浜都心における都心機能強化のため、国際的なニーズに応え

られる業務・商業等と高規格な住宅が適切に共存した土地利用を促進する等、都心

にふさわしい魅力的な住環境の形成を推進する。 

イ 都心・臨海周辺部及び郊外部の鉄道駅周辺 

鉄道駅周辺においては、道路・交通ネットワーク等の都市基盤整備を進めるとと

もに、圏域の人口変動や地域の特性・ニーズに対応した、生活利便施設・福祉施設

等の都市機能の集積や多様な住まいの供給等により個性ある生活拠点を形成する。 

ウ 都心・臨海周辺部及び郊外部の住宅地 

計画的に開発された住宅地では、建築協定や景観協定、地区計画等の制度を活用

し、良好な住環境の維持・保全を図る。また、緑豊かな自然環境を生かし、環境と

共生した魅力ある住宅市街地づくりを推進するとともに、生活支援機能の充実や、

拠点駅との交通の確保に努める。 

駅から離れた大規模な住宅団地においては、緑豊かな自然環境を生かしつつ、各

団地内に位置する主要なバス停周辺等に商業、医療、地域交流、子育て支援等の生

活支援機能の集約を図るとともに、都市基盤の再構築を進め、多世代が安心して暮

らせる居住環境の維持・向上を図る。 

 

② 多様なニーズに対応した適切な住宅供給や良好な住環境の整備に関する事項 

ア 多様なニーズに対応した住宅の供給 

多様な住まいの供給や多世代交流を創出するため、地域のニーズに即した土地

利用の規制誘導を図り、都市型住宅、高齢者向け住宅及び子育て世帯向けの住宅等

を供給する。 

イ 低炭素な住宅の供給 

省エネルギー型住宅の供給や既存住宅の省エネルギー改修等により、断熱性・気

密性に優れたエネルギー効率のよい長寿命な住宅を誘導するなどの温暖化対策を

促進する。 

ウ 業務・商業等と共存する住宅の供給 

生産年齢人口の減少など、現在と比べ都市の活力が低下する中、都心部等におい

て、業務・商業等の機能と連携し、働きやすい環境に資する住宅を誘導することで、

人々に選ばれる業務・商業地を実現する。 

エ 木造住宅密集市街地における住環境整備 

老朽化した木造住宅密集市街地については、生活道路、公園等の都市基盤の整備、

不燃化、高度利用等を促進し、良好な環境を備えた住宅地への整備・誘導を図る。  

   オ 工業地として保全・育成していくべき地区における住宅供給 

     工業地として保全・育成していくべき地区については、共同住宅等の立地を抑制



 

３ 

し、工業地としての適正な誘導及び操業環境の改善を図るとともに、機能の更新を

進めていく。 

カ みどり豊かな住環境の整備 

  住宅地における緑地や農地の保全・活用を行うとともに、地域コミュニティの核

となる公園の整備などのオープンスペースの確保や住宅地での緑化を進める。 

   キ 多世代が安心して暮らせる住環境整備 

住宅団地においては、リニューアルや建替え、生活支援機能の集約・再編等の再

生を図りながら、多世代が安心して暮らせる住環境を整備する。 

   ク 持続可能な住宅地モデルプロジェクトの推進による住環境整備 

     地域の魅力や資源を生かし、地域住民、事業者、行政が協働して地域課題の解決

に取り組み、誰もが安心して暮らし続けられる「持続可能な住宅地モデルプロジェ

クト」に取り組む。 

   ケ 空き家対策の推進 

空き家の管理不全の防止や専門家等と連携した流通・活用の促進等を図るため、

総合的な空き家対策を推進する。 

 

３ 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

  大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第４条第１項第

二号イに掲げる「一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化

区域における相当規模の地区」（重点地区）について、「神奈川県住生活基本計画」に定め

る重点供給地域に適合するよう、別表及び附図のとおり定める。 





 

 

 

 

 

 

 

 

横浜国際港都建設計画 

住宅市街地の開発整備の方針（別表） 

 



別表－１ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 １ ヨコハマポートサイド地区 ２ 東高島駅北地区 

面積 約25.1ha 約2.7ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・みなとみらい21地区及び横

浜駅周辺地区と一体的整備

を図る地区として、都市計

画道路の整備とあわせて横

浜都心にふさわしい機能の

集積を図る。 

・都心にふさわしい都市機能の

再編・集約を図る。 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・横浜都心にふさわしい土地の

高度利用を目指し、業務・商

業施設、文化施設、都市型住

宅等の整備を図る。 

・居住機能等を集積させ、都心

にふさわしい土地の高度利用

を図る。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・都市計画道路、公園、歩行

者デッキ等の整備を図る。 

・遊歩道、防災デッキ及び広

場等の整備を図る。 

ニ その他の特記すべき事項 ・水際線の整備 ・公有水面の埋立 

・歴史的資産の保存・活用 



別表－２ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

３ 東神奈川一丁目地区 ４ 羽沢駅周辺地区 ５ 横浜駅きた西口鶴屋地区 

約0.2ha 約2.2ha 約0.8ha 

・都市機能の集積や、都市基盤

施設の改善、地域の防災性の

向上を図ることにより、地域

の拠点にふさわしい良好な複

合市街地の形成を図る。 

・神奈川東部方面線の新駅整備

に伴い、新たな交通ターミナ

ルとしての拠点整備や都市機

能の集積を図る。 

・土地の高度利用により、宿泊

や居住機能を強化するととも

に、交通結節機能の強化等を

図る。また、防災や環境に配

慮した建築物を整備するな

ど、計画的な市街地形成を図

る。 

・地域の拠点にふさわしい良好

な複合市街地を形成し、駅及

び駅周辺利用者の利便性を向

上させるため、商業施設や都

市型住宅とともに、駅と周辺

地域を結ぶ歩行者空間や自転

車駐車場の整備を図る。 

・駅前にふさわしい土地利用転

換を図り、業務、商業、公共

公益、交流及び居住機能が集

約された市街地を形成する。 

・国際的に展開する企業の就業

者が、住みやすく働きやすい

生活環境の整備を進める。 

・駅前広場機能の一部として、

タクシー乗り場等を整備す

る。 

・歩道状空地、広場、自転車

駐車場や周辺地域を連絡す

る歩行者用通路の整備を図

る。 

・神奈川東部方面線の整備を

図る。 

・駅前広場、駅へのアクセス

動線の整備を図る。 

・周辺との歩行者ネットワー

クに配慮し、地上やデッキ

レベルでの歩行者用通路を

確保する。 

 ・神奈川東部方面線の整備に

あわせて市街地整備を促進

する。 

 



別表－３ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

 

地区名 ６ 北仲通北地区 ７ 野庭地区 

面積 約7.7ha 約71.8ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・みなとみらい21地区及び関

内地区と一体的整備を図る

地区として、横浜都心にふ

さわしい機能の集積を図

る。 

・地域のまちづくりや従前居住

者にも配慮した再整備を促進

し、良質な住宅を供給する。 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・横浜都心にふさわしい土地の

高度利用を目指し、業務・商

業施設、文化施設、都市型住

宅等の整備を図る。 

・土地の有効利用により、良

好な住宅市街地とする。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・公園、区画道路、歩行者デ

ッキ等の都市基盤施設整備

とあわせて、水際線プロム

ナード等魅力的な水辺空

間、広場等の整備を図る。 

 

ニ その他の特記すべき事項  ・野庭住宅団地地区 



別表－４ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

８ 上大岡駅前地区 ９ 南万騎が原地区 10 ひかりが丘地区 

約0.9ha 約2.3ha 約19.8ha 

・拠点にふさわしい都市基盤施

設の整備を図るとともに、商

業施設、都市型住宅等の整備

を図り、商業環境等を向上さ

せる。 

・超高齢化や環境に配慮した持

続可能な住宅地モデルの構築

を進める。 

・地域のまちづくりや従前居住

者にも配慮した再整備を促進

し、良質な住宅を供給する。 

・土地の高度利用により、商業

施設、都市型住宅等の整備を

図る。 

・駅前は適切な密度の土地利用

を図り、地区の核となる拠点

を形成するため、多様な機能

の導入を図る。 

・土地の有効利用により、良

好な住宅市街地とする。 

・都市計画道路、歩行者空間

等の整備を図る。 

 

・地区内の街路、公園等の整

備を図る。 

 

 ・環境未来都市計画における

「持続可能な住宅地モデルプ

ロジェクト」相鉄いずみ野線

沿線地域 

・ひかりが丘住宅団地地区 

 



別表－５ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 11 二俣川駅南口地区 12 鶴ケ峰駅北口地区 

面積 約1.9ha 約3.1ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・拠点にふさわしい交通広場等

の公共施設の整備を図るとと

もに、商業・業務施設、都市

型住宅等の整備を図り、魅力

ある街を形成する。 

・拠点にふさわしい土地の高度

利用と、商業・業務施設、都

市型住宅、公共公益施設等の

整備を図る。 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・土地の高度利用により、商

業・業務施設、都市型住宅

等の整備を図る。 

・土地の高度利用により、商

業・業務施設、都市型住宅、

公共公益施設等の整備を図

る。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・交通広場、歩行者空間等の

整備を図る。 

 

・区画道路、歩行者空間等の

整備を図る。 

ニ その他の特記すべき事項 ・都市計画道路の整備との整合

を図る。 

・鉄道の立体交差事業との整合

を図る。 

 



別表－６ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

13 洋光台周辺地区 14 金沢文庫駅東口地区 15 綱島駅東口地区 

約216.3ha 約1.3ha 約4.4ha 

・超高齢化や環境に配慮した持

続可能な住宅地モデルの構築

を進める。 

・地域のまちづくりや従前居住

者にも配慮した再整備を促進

し、良質な住宅を供給する。 

・拠点にふさわしい駅前広場等

の都市基盤施設の整備を図る

とともに、商業・業務施設、

住宅等の整備を図り、魅力あ

る街を形成する。 

・拠点にふさわしいターミナル

機能の強化と都市基盤施設の

改善を図るとともに、商業・

業務施設、公共公益施設、都

市型住宅等の整備を図る。 

・駅前は土地の高度利用を図

り、地区の核となる拠点を形

成するため、多様な機能の導

入を図る。 

・戸建て住宅地については、良

好な環境を保全しながら地域

に必要な機能の導入を図る。 

・住宅団地地区は、土地の有効

利用により、良好な住宅市

街地とする。 

・土地の高度利用により、商

業・業務施設、住宅等の整

備を図る。 

・土地の高度利用により、商

業・業務施設、公共公益施

設、都市型住宅等の整備を

図る。 

・駅前は歩行者ネットワーク

を強化し、駅を中心として

歩いて暮らせる市街地形成

を図る。 

・歩道状空地、広場状空地等

の整備を図る。 

・駅前広場等の整備を図る。 ・都市計画道路、駅前広場、

自転車駐車場、歩行者空 

間、立体横断施設等の整備

を図る。 

・環境未来都市計画における

「持続可能な住宅地モデルプ

ロジェクト」磯子区洋光台周

辺地区 

・洋光台住宅団地地区 

 ・神奈川東部方面線の整備との

整合を図る。 

 



別表－７ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 16 新横浜駅南部地区 17 十日市場町地区 

面積 約37.1ha 約3.5ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・新横浜都心として都市基盤の

整備を進め、業務・商業機能

の集積や利便性の高い良好な

住宅地の形成を図る。 

・超高齢化や環境に配慮した持

続可能な住宅地モデルの構築

を進める。 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・駅前は業務・商業施設を主体

とし、周辺には良好な住宅を

配した土地利用を図る。 

・土地の高度利用を図り、駅前

地区を補完する拠点を形成す

るために必要な機能の導入を

図る。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・都市計画道路、駅前広場、

公園、下水道等の整備を図

る。 

・駅前に繋がる歩行者ネット

ワークを強化し、駅を中心

として歩いて暮らせる市街

地形成を図る。 

・歩道状空地、広場状空地等

の整備を図る。 

ニ その他の特記すべき事項  ・環境未来都市計画における

「持続可能な住宅地モデル

プロジェクト」緑区十日市

場町周辺地域 

 



別表－８ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

18 中山駅南口地区 19 たまプラーザ駅北側地区 20 川和町駅周辺西地区 

約3.0ha 約120.2ha 約7.7ha 

・拠点にふさわしいターミナル

機能の強化を図るとともに、

商業施設、都市型住宅等の整

備を図る。 

・超高齢化や環境に配慮した持

続可能な住宅地モデルの構築

を進める。 

・新たな拠点にふさわしい都市

基盤施設の整備を図るととも

に、商業施設、都市型住宅等

の整備を図る。 

・土地の高度利用により、商業

施設、都市型住宅等の整備を

図る。 

・駅前は土地の高度利用を図

り、地区の核となる拠点を形

成するため、多様な機能の導

入を図る。 

・戸建て住宅地については、良

好な環境を保全しながら地域

に必要な機能の導入を図る。 

・敷地を整序し、商業施設、都

市型住宅等の整備を図る。 

・都市計画道路、駅前広場、

歩行者空間等の整備を図

る。 

・駅前は歩行者ネットワーク

を強化し、駅を中心として

歩いて暮らせる市街地形成

を図る。 

・歩道状空地、広場状空地等

の整備を図る。 

・区画道路、歩行者空間、公

園等の整備を図る。 

 ・環境未来都市計画における

「持続可能な住宅地モデルプ

ロジェクト」青葉区たまプラ

ーザ駅北側地区 

 

 



別表－９ 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 21 大船駅北地区 22 泉ゆめが丘地区 

面積 約2.6ha 約23.9ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・拠点にふさわしい駅前広場等

の都市基盤施設の整備を図

り、土地の高度利用と、商業

施設、都市型住宅等の整備を

図る。 

・新たな拠点にふさわしい都市

基盤施設の整備を図るととも

に、商業・業務施設の集積と

住宅市街地の形成を図る。 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・土地の高度利用により、商業

施設、都市型住宅等の整備を

図る。 

・敷地を整序し、商業、業務施

設、住宅等の整備を図る。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・都市計画道路、駅前広場、

自転車駐車場、歩行者空間

等の整備を図る。 

・都市計画道路、駅前広場、

公園、区画道路等の整備を

図る。 

ニ その他の特記すべき事項 ・駅から県道を横断する立体横

断施設等の整備との整合を図

る。 

・公共下水道整備計画との整

合を図る。 



別表－10 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

23 瀬谷駅南口地区 

約2.3ha 

・駅前広場等の都市基盤施設の

整備を図るとともに、都市型

住宅、商業施設、公共公益施

設等の整備を図り、魅力ある

街を形成する。 

・土地の高度利用により、都市

型住宅、商業施設、公共公益

施設等の整備を図る。 

・都市計画道路、駅前広場、

立体横断施設等の整備を図

る。 
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地区名

15　綱島駅東口地区
面　積

約　4.4ha

縮尺　１：２，５００

重点地区の区域











地区名

20　川和町駅周辺西地区

面　積

約　　7.7ha

縮尺　１：５，０００

重点地区の区域
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横浜国際港都建設計画
住宅市街地の開発整備の方針　附図

京急本線



 

理由書 
 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（以下「整開保」という。）並びに「都市

再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」及び「防災街区整備方針」（以下「三方

針」という。）は、個別の都市計画の上位計画に位置する都市計画です。 

整開保は昭和 45 年の当初決定以来、これまで全６回の見直しを行ってきており、市街

化区域と市街化調整区域の区分（以下「線引き」という。）と併せて、神奈川県が決定又

は変更してきたが、平成 22年３月の第６回見直し後、都市計画法の改正により整開保及

び三方針（以下「整開保等」という。）の都市計画決定権限が横浜市へ移譲されました。 

地域の自主性及び自立性を高めるという法改正の趣旨を踏まえれば、横浜市が整開保等

及び線引きの都市計画決定権限を有することで、以前にも増して、独自性と総合的な視点

をもった都市計画の積極的な活用を図り、その潜在力を最大限に引き出していくことが求

められます。 

また、横浜市内の人口変動・高齢化、企業活動の変化、環境や防災に対する市民意識の

高まりなどに加えて、鉄道や高速道路等の整備による広域的な都市構造の変化など、横浜

市を取り巻く都市環境も大きく変化してきており、横浜市の持続的発展に向けては、人や

企業の呼び込みによる地域の活性化（若年層や子育て世代の流入促進、雇用機会の創出）

や、継続的な成長・発展につながる都市づくり（都市基盤の整備効果の最大限の活用、市

経済の発展、港湾機能強化）を進める必要があります。 

こうした状況を踏まえ、住宅市街地の開発整備の方針においては、横浜の歴史や文化に

育まれてきた地域の資源、市民が培ってきた地域力を生かして、誰もが、住みたい、住み

続けたいと思えるまち、次世代に残していきたいと思える価値ある住まいと住環境の形成

を目指し、本案のとおり変更するものです。 
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住宅市街地の開発整備の方針 新旧対照表 

新 旧 

１ 策定の目的 

本市における都市計画に関する方針は、「都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針」、「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」及び「防

災街区整備方針」があり、そのうち本方針は、良好な住宅地市街地の開発整備

を図ることを目的とする。 

「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」及び「防災街区整

備方針」の都市計画決定権限が平成24年４月に、「都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針」の都市計画決定権限が平成27年６月に本市へと移譲されたこ

とから、地域の自主性及び自立性を高めるという法改正の趣旨を踏まえ、以前

にも増して、独自性と総合的な視点をもった都市計画の積極的な活用を図り、

その潜在力を最大限に引き出していくことが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 
 

２ 住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整備又は開発の方針 

（1） 住宅市街地の開発整備の目標 

① 住宅市街地のあり方 

少子高齢化や社会経済のグローバル化、環境問題の進展など、社会全体

が大きな転換期を迎えている。人口については、市全体では増加傾向にあ

るものの、減少している地域もあり、特に、郊外の計画開発地や大規模団

地等では、少子高齢化と人口減少が進み、地域の暮らしを支えるコミュニ

ティの活力の向上が求められている。 

こうした中、今後も人々を惹きつけ発展し続けていくために、市民生活

の基盤である住宅が、魅力を持ちつづけ、安心して快適に暮らすことがで

きる環境である必要があり、さらに、横浜の魅力や活力を創造していくた

めに、市民、事業者や行政などが協働して、持続可能なまちを目標に、良

好な住まいと住環境を実現する。 

 

② 良好な住まいと住環境の確保等に係る目標 

     横浜の歴史や文化に育まれてきた地域の資源、市民が培ってきた地域力

を生かして、誰もが、住みたい、住み続けたいと思えるまち、次世代に残

していきたいと思える価値ある住まいと住環境の形成を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 住宅市街地の開発整備の目標と整備開発の方針 

（1） 住宅市街地の開発整備の目標 

① 住宅市街地のあり方 

       非「成長・拡大」時代を迎え、少子高齢社会の本格化、循環型社会の

要請など、地域社会全体が成熟型へ移行するなか、住宅ストックの活用

や適正な更新により、住宅市街地の不燃化・耐震化を図り、基礎的な安

全性能を全市的に確保する。 

また、地域ごとで異なる人口成熟・減少の動向や多様な居住環境ニー

ズ、地域活動等を踏まえ、景観・歴史など良質な地域環境を備えた地域

では、居住環境の維持・向上を図り、老朽住宅等の密集する地域では基

盤等を含めた住宅市街地全体の更新を行うなど、地域の特性に応じた良

好な居住環境を実現する。 

 

 
② 良好な居住環境の確保等に係る目標 

      地域の個性や特色に応じた魅力的な居住を実現し、豊かさを実感でき

る良質で持続可能な居住環境を確保することにより、将来の人口減少社

会の到来にあっても選択されうる住宅市街地の形成を目指す。 

 
③ その他 

ア 高齢者居住や住宅市街地の基礎的安全性の確保など全市的な課題

を除き、地域ごとに異なる動向や課題に対し、地域活動との協働により

地域の将来像を考え、地域の個性や特色を活かした住宅市街地づくりを

進める。 

 



 
 

 

 

 

（2） 良好な住宅市街地の整備又は開発の方針 

① 地域特性に基づく居住環境の改善又は維持に関する事項 

    地域の個性や特色に応じた魅力的な居住を実現し、豊かさを実感できる

良質で持続可能な居住環境を確保することにより、人口減少社会の到来に

あっても選択されうる住宅市街地の形成を進める。また、市街地開発事業

や地区計画などの都市計画手法のほか、住宅市街地総合整備事業や建築協

定などを活用しつつ、それぞれが目指す地域像に相応しい住宅の形態・密

度等を誘導し、既存の住宅市街地を中心にコンパクトなまちづくりを進め

る。 

   ア 横浜都心、新横浜都心 

横浜都心及び新横浜都心における都心機能強化のため、国際的なニー

ズに応えられる業務・商業等と高規格な住宅が適切に共存した土地利用

を促進する等、都心にふさわしい魅力的な住環境の形成を推進する。 

   イ 都心・臨海周辺部及び郊外部の鉄道駅周辺 

鉄道駅周辺においては、道路・交通ネットワーク等の都市基盤整備を

進めるとともに、圏域の人口変動や地域の特性・ニーズに対応した、生

活利便施設・福祉施設等の都市機能の集積や多様な住まいの供給等によ

り個性ある生活拠点を形成する。 

ウ 都心・臨海周辺部及び郊外部の住宅地 

計画的に開発された住宅地では、建築協定や景観協定、地区計画等の

制度を活用し、良好な住環境の維持・保全を図る。また、緑豊かな自然

環境を生かし、環境と共生した魅力ある住宅市街地づくりを推進すると

イ 高齢社会に対応し、高齢者が住み慣れた地域で住み続けられるよう

な住宅市街地づくりを進める 

 

（2） 良好な住宅市街地の整備又は開発の方針 

① 住宅市街地の適切な配置及び密度の確保、その他の適切な土地利用の

実現に関する事項 

市街地開発事業や地区計画などの都市計画手法のほか、住宅市街地総

合整備事業や建築協定などを活用しつつ、それぞれが目指す地域像に相

応しい住宅の形態・密度等を誘導し、既存の住宅市街地を中心にコンパ

クトなまちづくりを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ともに、生活支援機能の充実や、拠点駅との交通の確保に努める。 

駅から離れた大規模な住宅団地においては、緑豊かな自然環境を生か

しつつ、各団地内に位置する主要なバス停周辺等に商業、医療、地域交

流、子育て支援等の生活支援機能の集約を図るとともに、都市基盤の再

構築を進め、多世代が安心して暮らせる居住環境の維持・向上を図る。 

 

② 多様なニーズに対応した適切な住宅供給や良好な住環境の整備に関する

事項 

ア 多様なニーズに対応した住宅の供給 

多様な住まいの供給や多世代交流を創出するため、地域のニーズに即

した土地利用の規制誘導を図り、都市型住宅、高齢者向け住宅及び子育

て世帯向けの住宅等を供給する。 

イ 低炭素な住宅の供給 

省エネルギー型住宅の供給や既存住宅の省エネルギー改修等により、

断熱性・気密性に優れたエネルギー効率のよい長寿命な住宅を誘導する

などの温暖化対策を促進する。 

ウ 業務・商業等と共存する住宅の供給 

  生産年齢人口の減少など、現在と比べ都市の活力が低下する中、都心

部等において、業務・商業等の機能と連携し、働きやすい環境に資する

住宅を誘導することで、人々に選ばれる業務・商業地を実現する。 

エ 木造住宅密集市街地における住環境整備 

老朽化した木造住宅密集市街地については、生活道路、公園等の都市

基盤の整備、不燃化、高度利用等を促進し、良好な環境を備えた住宅地

への整備・誘導を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

② 既成住宅市街地の更新、整備及び新住宅市街地の開発に関する事項 

既成住宅市街地については、人口動態や地域の実情に応じた更新・整

備を図る。 

ア 横浜都心及び新横浜都心周辺で人口減少が想定される地域では、高齢

者居住の支援等や防災性の向上などの視点を中心に、利便性と安全性を

備えた住宅市街地の形成、維持、再生を図る。（丘の上の低･中低層住宅

地、高密複合市街地、駅周辺複合市街地、一般複合市街地） 

イ 工業系の地域では、産業系土地利用を基本とし、共同住宅等の立地の

抑制を図り、住工が混在する地域では、相互に調和し共存できる市街地

の形成を図る。（工業・準工業地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

オ 工業地として保全・育成していくべき地区における住宅供給 

  工業地として保全・育成していくべき地区については、共同住宅等の

立地を抑制し、工業地としての適正な誘導及び操業環境の改善を図ると

ともに、機能の更新を進めていく。 

カ みどり豊かな住環境の整備 

  住宅地における緑地や農地の保全・活用を行うとともに、地域コミュ

ニティの核となる公園の整備などのオープンスペースの確保や住宅地

での緑化を進める。 

キ 多世代が安心して暮らせる住環境整備 

住宅団地においては、リニューアルや建替え、生活支援機能の集約・

再編等の再生を図りながら、多世代が安心して暮らせる住環境を整備す

る。 

ク 持続可能な住宅地モデルプロジェクトの推進による住環境整備 

地域の魅力や資源を生かし、地域住民、事業者、行政が協働して地域

課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らし続けられる「持続可能な

住宅地モデルプロジェクト」に取り組む。 

ケ 空き家対策の推進 

空き家の管理不全の防止や専門家等と連携した流通・活用の促進等を

図るため、総合的な空き家対策を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 良好な居住環境の整備改善に関する事項 

老朽住宅等の密集する地域では、木造住宅等の不燃化の建替や共同住宅

 の建替等により住宅市街地の更新を行う 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第４条

第１項第二号イに掲げる「一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又

は開発すべき市街化区域における相当規模の地区」（重点地区）について、「神

奈川県住生活基本計画」に定める重点供給地域に適合するよう、別表及び附図

のとおり定める。 

 

④ その他良好な住宅市街地の整備又は開発に関して特に必要な事項 

ア 郊外に多い建築後 20年以上を経過した大規模中層住宅団地において、

既存の良質な環境を維持しつつ、ストックの適正な更新等により、再生

を図る。 

イ 郊外の計画開発地のうち今後の人口減少が予測される地域では、密度

低下を生かし、空家活用や地域コミュニティの力により、生活利便性の

維持・向上を図りつつ、潤いとゆとりにあふれる住環境の更なる充実を

図る。（郊外低層･中低層住宅地、公的共同住宅地区、民間宅地開発地区） 

ウ 今後の人口増加が予測される地域では、人口増加による成長を適切に

制御し、地域の特性に相応しい建築を誘導しつつ、機能性、利便性に優

れたライフスタイルの実現を目指し、良質な住宅ストックの形成を図

る。（都心近接複合住宅市街地、郊外拠点駅周辺市街地、郊外駅周辺一

般複合市街地、郊外幹線道路沿道市街地、区画整理地区、民間共同住宅

地区） 

 

２ 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

「神奈川県住生活基本計画」に定める重点供給地域のうち、特に計画的な住

宅市街地の整備又は開発が必要な重点地区及び当該地区の整備又は開発の計画

の概要は、別表及び別図のとおりである。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

横浜国際港都建設計画 

住宅市街地の開発整備の方針 

 新旧対照（別表） 
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別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 １ ヨコハマポートサイド地区 ２ 東高島駅北地区 

面積 約25.1ha 約2.7ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・みなとみらい21地区及び横

浜駅周辺地区と一体的整備

を図る地区として、都市計

画道路の整備とあわせて横

浜都心にふさわしい機能の

集積を図る。 

・都心にふさわしい都市機能の

再編・集約を図る。 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・横浜都心にふさわしい土地の

高度利用を目指し、業務・商

業施設、文化施設、都市型住

宅等の整備を図る。 

・居住機能等を集積させ、都心

にふさわしい土地の高度利用

を図る。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・都市計画道路、公園、歩行

者デッキ等の整備を図る。 

・遊歩道、防災デッキ及び広

場等の整備を図る。 

ニ その他の特記すべき事項 ・水際線の整備 ・公有水面の埋立 

・歴史的資産の保存・活用 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 １ ヨコハマポートサイド地区  

面積 約25.1ha  

イ 地区の整備又は開発の目標 ・みなとみらい21地区及び横

浜駅周辺地区と一体的整備

を図る地区として、都市計

画道路の整備とあわせて横

浜都心にふさわしい機能の

集積を図る。 

 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・横浜都心にふさわしい土地の

高度利用をめざし、業務・商

業施設、文化施設、都市型住

宅等の整備を図る。 

 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・都市計画道路、公園、歩行

者デッキ等の都市基盤整備

とあわせて、適正な街区構

成と必要な公共公益施設の

整備を図る。 

 

ニ その他の特記すべき事項 ・水際線の整備  

ホ 重点地区を含む重点供給地 

域の名称、面積 

・ヨコハマポートサイド 

(約25.1ha) 

 



新 

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

３ 東神奈川一丁目地区 ４ 羽沢駅周辺地区 ５ 横浜駅きた西口鶴屋地区 

約0.2ha 約2.2ha 約0.8ha 

・都市機能の集積や、都市基盤

施設の改善、地域の防災性の

向上を図ることにより、地域

の拠点にふさわしい良好な複

合市街地の形成を図る。 

・神奈川東部方面線の新駅整備

に伴い、新たな交通ターミナ

ルとしての拠点整備や都市機

能の集積を図る。 

・土地の高度利用により、宿泊

や居住機能を強化するととも

に、交通結節機能の強化等を

図る。また、防災や環境に配

慮した建築物を整備するな

ど、計画的な市街地形成を図

る。 

・地域の拠点にふさわしい良好

な複合市街地を形成し、駅及

び駅周辺利用者の利便性を向

上させるため、商業施設や都

市型住宅とともに、駅と周辺

地域を結ぶ歩行者空間や自転

車駐車場の整備を図る。 

・駅前にふさわしい土地利用転

換を図り、業務、商業、公共

公益、交流及び居住機能が集

約された市街地を形成する。 

・国際的に展開する企業の就業

者が、住みやすく働きやすい

生活環境の整備を進める。 

・駅前広場機能の一部として、

タクシー乗り場等を整備す

る。 

・歩道状空地、広場、自転車

駐車場や周辺地域を連絡す

る歩行者用通路の整備を図

る。 

・神奈川東部方面線の整備を

図る。 

・駅前広場、駅へのアクセス

動線の整備を図る。 

・周辺との歩行者ネットワー

クに配慮し、地上やデッキ

レベルでの歩行者用通路を

確保する。 

 ・神奈川東部方面線の整備に

あわせて市街地整備を促進

する。 

 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 
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別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

 

地区名 ６ 北仲通北地区 ７ 野庭地区 

面積 約7.7ha 約71.8ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・みなとみらい21地区及び関

内地区と一体的整備を図る

地区として、横浜都心にふ

さわしい機能の集積を図

る。 

・地域のまちづくりや従前居住

者にも配慮した再整備を促進

し、良質な住宅を供給する。 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・横浜都心にふさわしい土地の

高度利用を目指し、業務・商

業施設、文化施設、都市型住

宅等の整備を図る。 

・土地の高度利用を図るため

適切な密度の住宅市街地と

する。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・公園、区画道路、歩行者デ

ッキ等の都市基盤施設整備

とあわせて、水際線プロム

ナード等魅力的な水辺空

間、広場等の整備を図る。 

 

ニ その他の特記すべき事項  ・野庭住宅団地地区 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

 

地区名   

面積   

イ 地区の整備又は開発の目標   

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

  

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

  

ニ その他の特記すべき事項   

ホ 重点地区を含む重点供給地 

域の名称、面積 
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別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

８ 上大岡駅前地区 ９ 南万騎が原地区 10 ひかりが丘地区 

約0.9ha 約2.3ha 約19.8ha 

・拠点にふさわしい都市基盤施

設の整備を図るとともに、商

業施設、都市型住宅等の整備

を図り、商業環境等を向上さ

せる。 

・超高齢化や環境に配慮した持

続可能な住宅地モデルの構築

を進める。 

・地域のまちづくりや従前居住

者にも配慮した再整備を促進

し、良質な住宅を供給する。 

・土地の高度利用により、商業

施設、都市型住宅等の整備を

図る。 

・駅前は適切な密度の土地利用

を図り、地区の核となる拠点

を形成するため、多様な機能

の導入を図る。 

・土地の高度利用を図るため

適切な密度の住宅市街地と

する。 

・都市計画道路、歩行者空間

等の整備を図る。 

 

・地区内の街路、公園等の整

備を図る。 

 

 ・環境未来都市計画における

「持続可能な住宅地モデルプ

ロジェクト」相鉄いずみ野線

沿線地域 

・ひかりが丘住宅団地地区 

 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

  20 ひかりが丘地区 

  約19.8ha 

  ・地域のまちづくりや従前居住

者にも配慮した再整備を促進

し、良質な住宅を供給する。 

  ・土地の有効利用を図るため

中密度～高密度の住宅市街

地とする。 

   

   

  ・ひかりが丘住宅団地地区 

（約19.8ha） 

 



新 

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 11 二俣川駅南口地区 12 鶴ケ峰駅北口地区 

面積 約1.9ha 約3.1ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・拠点にふさわしい交通広場等

の公共施設の整備を図るとと

もに、商業・業務施設、都市

型住宅等の整備を図り、魅力

ある街を形成する。 

・拠点にふさわしい土地の高度

利用と、商業・業務施設、都

市型住宅、公共公益施設等の

整備を図る。 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・土地の高度利用により、商

業・業務施設、都市型住宅

等の整備を図る。 

・土地の高度利用により、商

業・業務施設、都市型住宅、

公共公益施設等の整備を図

る。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・交通広場、歩行者空間等の

整備を図る。 

 

・区画道路、歩行者空間等の

整備を図る。 

ニ その他の特記すべき事項 ・都市計画道路の整備との整合

を図る。 

・鉄道の立体交差事業との整合

を図る。 

 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 ６ 二俣川駅南口地区 10 鶴ヶ峰駅周辺地区 

面積 約1.9ha 約0.8ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・地域の拠点として、商業・業

務・公益施設、都市型住宅な

ど良好な住宅市街地の整備を

図るとともに関連公共施設の

整備を図る。 

・地域の拠点として、商業・業

務・文化施設、都市型住宅等

の整備を図るともに地域のま

ちづくりを促進する。 

 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・商業・業務施設、都市型住

宅等による土地の高度利用

を図るとともに、中密度～

高密度の住宅市街地の形成

を図る。 

・商業・業務施設、都市型住

宅等による土地の高度利用

を図るとともに、中密度～

高密度の住宅市街地の形成

を図る。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・交通広場、駅南北を連絡す

る歩行者用通路の整備を行

う。 

 

・地区内の道路、駅前広場、

歩行者空間及び駐車場等の

整備や、神奈川県東部方面

線の整備を図るとともに、

建て替えにより地区内の街

路、広場等の整備を図る。 

ニ その他の特記すべき事項   

ホ 重点地区を含む重点供給地 

域の名称、面積 

・二俣川駅南口（約1.9ha） ・鶴ヶ峰駅周辺（約2.2ha） 

 



新 

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

13 洋光台周辺地区 14 金沢文庫駅東口地区 15 綱島駅東口地区 

約216.3ha 約1.3ha 約4.4ha 

・超高齢化や環境に配慮した持

続可能な住宅地モデルの構築

を進める。 

・地域のまちづくりや従前居住

者にも配慮した再整備を促進

し、良質な住宅を供給する。 

・拠点にふさわしい駅前広場等

の都市基盤施設の整備を図る

とともに、商業・業務施設、

住宅等の整備を図り、魅力あ

る街を形成する。 

・拠点にふさわしいターミナル

機能の強化と都市基盤施設の

改善を図るとともに、商業・

業務施設、公共公益施設、都

市型住宅等の整備を図る。 

・駅前は土地の高度利用を図

り、地区の核となる拠点を形

成するため、多様な機能の導

入を図る。 

・戸建て住宅地については、良

好な環境を保全しながら地域

に必要な機能の導入を図る。 

・住宅団地地区は、土地の高度

利用を図るため適切な密度の

住宅市街地とする。 

・土地の高度利用により、商

業・業務施設、住宅等の整

備を図る。 

・土地の高度利用により、商

業・業務施設、公共公益施

設、都市型住宅等の整備を

図る。 

・駅前は歩行者ネットワーク

を強化し、駅を中心として

歩いて暮らせる市街地形成

を図る。 

・歩道状空地、広場状空地等

の整備を図る。 

・駅前広場等の整備を図る。 ・都市計画道路、駅前広場、

自転車駐車場、歩行者空 

間、立体横断施設等の整備

を図る。 

・環境未来都市計画における

「持続可能な住宅地モデルプ

ロジェクト」磯子区洋光台周

辺地区 

・洋光台住宅団地地区 

 ・神奈川東部方面線の整備との

整合を図る。 

 



旧 

  

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

   

   

   

   

 

 

  

   

   

 



新 

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 16 新横浜駅南部地区 17 十日市場町地区 

面積 約37.1ha 約3.5ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・新横浜都心として都市基盤の

整備を進め、業務・商業機能

の集積や利便性の高い良好な

住宅地の形成を図る。 

・超高齢化や環境に配慮した持

続可能な住宅地モデルの構築

を進める。 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・駅前は業務・商業施設を主体

とし、周辺には良好な住宅を

配した土地利用を図る。 

・土地の高度利用を図り、駅前

地区を補完する拠点を形成す

るために必要な機能の導入を

図る。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・都市計画道路、駅前広場、

公園、下水道等の整備を図

る。 

・駅前に繋がる歩行者ネット

ワークを強化し、駅を中心

として歩いて暮らせる市街

地形成を図る。 

・歩道状空地、広場状空地等

の整備を図る。 

ニ その他の特記すべき事項  ・環境未来都市計画における

「持続可能な住宅地モデル

プロジェクト」緑区十日市

場町周辺地域 

 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 ９ 新横浜駅南部地区  

面積 約37.1ha  

イ 地区の整備又は開発の目標 ・新横浜都心として都市基盤の

整備を進め、業務・商業機能

の集積や利便性の高い良好な

住宅地の形成を図る。 

 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・駅前は業務・商業施設を主体

とし、周辺には良好な住宅を

配した土地利用を図る。 

 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・都市計画道路、駅前広場、

公園、下水道等の整備を図

る。 

 

ニ その他の特記すべき事項   

ホ 重点地区を含む重点供給地 

域の名称、面積 

・新横浜駅南部（約37.1 ha）  

 

 



新 

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

18 中山駅南口地区 19 たまプラーザ駅北側地区 20 川和町駅周辺西地区 

約3.0ha 約120.2ha 約7.7ha 

・拠点にふさわしいターミナル

機能の強化を図るとともに、

商業施設、都市型住宅等の整

備を図る。 

・超高齢化や環境に配慮した持

続可能な住宅地モデルの構築

を進める。 

・新たな拠点にふさわしい都市

基盤施設の整備を図るととも

に、商業施設、都市型住宅等

の整備を図る。 

・土地の高度利用により、商業

施設、都市型住宅等の整備を

図る。 

・駅前は土地の高度利用を図

り、地区の核となる拠点を形

成するため、多様な機能の導

入を図る。 

・戸建て住宅地については、良

好な環境を保全しながら地域

に必要な機能の導入を図る。 

・敷地を整序し、商業施設、都

市型住宅等の整備を図る。 

・都市計画道路、駅前広場、

歩行者空間等の整備を図

る。 

・駅前は歩行者ネットワーク

を強化し、駅を中心として

歩いて暮らせる市街地形成

を図る。 

・歩道状空地、広場状空地等

の整備を図る。 

・区画道路、歩行者空間、公

園等の整備を図る。 

 ・環境未来都市計画における

「持続可能な住宅地モデルプ

ロジェクト」青葉区たまプラ

ーザ駅北側地区 

 

 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

   

   

   

   

   

   

   

 

 



新 

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 21 大船駅北地区 22 泉ゆめが丘地区 

面積 約2.6ha 約23.9ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・拠点にふさわしい駅前広場等

の都市基盤施設の整備を図

り、土地の高度利用と、商業

施設、都市型住宅等の整備を

図る。 

・新たな拠点にふさわしい都市

基盤施設の整備を図るととも

に、商業・業務施設の集積と

住宅市街地の形成を図る。 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・土地の高度利用により、商業

施設、都市型住宅等の整備を

図る。 

・敷地を整序し、商業、業務施

設、住宅等の整備を図る。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・都市計画道路、駅前広場、

自転車駐車場、歩行者空間

等の整備を図る。 

・都市計画道路、駅前広場、

公園、区画道路等の整備を

図る。 

ニ その他の特記すべき事項 ・駅から県道を横断する立体横

断施設等の整備との整合を図

る。 

・公共下水道整備計画との整

合を図る。 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名   

面積   

イ 地区の整備又は開発の目標   

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

  

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

  

ニ その他の特記すべき事項   

ホ 重点地区を含む重点供給地 

域の名称、面積 

  

 



新 

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

23 瀬谷駅南口地区 

約2.3ha 

・駅前広場等の都市基盤施設の

整備を図るとともに、都市型

住宅、商業施設、公共公益施

設等の整備を図り、魅力ある

街を形成する。 

・土地の高度利用により、都市

型住宅、商業施設、公共公益

施設等の整備を図る。 

・都市計画道路、駅前広場、

立体横断施設等の整備を図

る。 

 

 

 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名   

面積   

イ 地区の整備又は開発の目標   

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

  

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

  

ニ その他の特記すべき事項   

 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 ２ 新山下地区 ３ 鶴見②地区 

面積 約5.3ha 約137.1ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・住宅地区改良事業により、良 

好な住環境への転換を図る。 

・老朽化した木造住宅等の不燃

化の建替や共同建替等を進

め、道路を拡幅することによ

り、良質な住宅供給と防災性

及び住環境の向上を図る。 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・土地利用の高度化を図り、都

市型住宅を中心に業務・商

業、文化施設等の機能を備え

た市街地とする。 

・都市基盤の整備と、老朽建築

物の不燃化を進め、災害に強

い良好な居住環境とする。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・地区内の街路の整備を図

る。 

・街区公園の整備を図る。 

・区画街路等の整備を図る。 

・区画街路や街区公園等の整

備の促進を図る。 

ニ その他の特記すべき事項 ・水際線の整備  

ホ 重点地区を含む重点供給地 

域の名称、面積 

・新山下（約5.3ha） 

 

・鶴見②（約137.1ha） 

 



新 

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

   

   

   

   

   

   

 

 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

４ 長津田駅北口地区 ５ 明神台地区 

  

７ 南日吉地区 

約2.2ha 約9.4ha 約7.8ha 

・地域の拠点として、商業・業

務・文化施設、都市型住宅な

ど良好な住宅市街地の整備を

図るとともに関連公共施設の

整備を図る。 

・地域のまちづくりや従前居住

者にも配慮した建替を促進

し、良質な公的住宅を供給す

る。 

・地域のまちづくりや従前居住

者にも配慮した建替を促進

し、良質な公的住宅を供給す

る。 

・商業・業務施設、都市型住宅

等による土地の高度利用を図

るとともに、良好な住宅市街

地の形成を図る。 

・土地の有効利用を図るため

中密度～高密度の住宅市街

地とする。 

・土地の有効利用を図るため中

密度～高密度の住宅市街地と

する。 

・駅前広場、地区内の道路、

歩行者空間等の整備を行

う。 

・地区内の街路、公園等の整

備を図る。 

・地区内の街路、公園等の整

備を図る。 

   

・長津田駅北側（約19.8 ha） ・明神台（約9.4ha） ・南日吉（約7.8ha） 

 



新 

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名   

面積   

イ 地区の整備又は開発の目標   

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

  

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

  

ニ その他の特記すべき事項   

 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 ８ 中村町５丁目地区 11 仏向町地区 

面積 約4.5ha 約4.0ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・老朽化した木造住宅等の不燃

化建替や共同建替を進めると

ともに、道路を拡幅すること

により、良質な住宅供給と防

災性及び住環境の向上を図

る。 

・地域のまちづくりや従前居住

者にも配慮した建替を促進

し、良質な公的住宅を供給す

る。 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・都市基盤の整備と老朽建築物

の不燃化を進め、都市周辺部

の立地にふさわしい災害に強

い良好な居住環境とする。 

・土地の有効利用を図るため中

密度～高密度の住宅市街地と

する。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・区画街路や街区公園等の整

備の促進を図る。 

・地区内の街路、公園等の整

備を図る。 

ニ その他の特記すべき事項 ・住宅地区改良事業実施中  

ホ 重点地区を含む重点供給地 

域の名称、面積 

・中村町５丁目地区 

（約4.5ha） 

・ＵＲ仏向町団地（約4.0ha） 

 



新 

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

   

   

   

   

   

   

 

 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

12 市場西中町地区 13 子安通・浦島町地区 

  

14 西戸部町地区 

約6.1ha 約7.4ha 約18.2ha 

・老朽化した木造住宅等の不燃

化の建替や共同建替等を進

め、道路を拡幅することによ

り、良質な住宅供給と防災性

及び住環境の向上を図る。 

・老朽化した木造住宅等の不燃

化の建替や共同建替等を進

め、道路を拡幅することによ

り、良質な住宅供給と防災性

及び住環境の向上を図る。 

・老朽化した木造住宅等の不燃

化の建替や共同建替等を進

め、道路を拡幅することによ

り、良質な住宅供給と防災性

及び住環境の向上を図る。 

・都市基盤の整備と、老朽建築

物の不燃化を進め、都市周辺

部の立地にふさわしい災害に

強い良好な居住環境とする。 

・都市基盤の整備と、老朽建

築物の不燃化を進め、都市

周辺部の立地にふさわしい

災害に強い良好な居住環境

とする。 

・都市基盤の整備と、老朽建築

物の不燃化を進め、丘陵地の

立地にふさわしい災害に強い

良好な居住環境とする。 

・区画街路や街区公園等の整

備の促進を図る。 

・区画街路や街区公園等の整

備の促進を図る。 

・区画街路や街区公園等の整

備の促進を図る。 

   

・市場西中町地区（約6.1ha） ・子安通・浦島町（約7.4ha） ・西戸部町（約18.2ha） 

 

 



新 

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名   

面積   

イ 地区の整備又は開発の目標   

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

  

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

  

ニ その他の特記すべき事項   

 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

地区名 15 東久保町地区 16 唐沢・平楽・八幡町地区 

面積 約20.4ha 約40.2ha 

イ 地区の整備又は開発の目標 ・老朽化した木造住宅等の不燃

化の建替や共同建替等を進

め、道路を拡幅することによ

り、良質な住宅供給と防災性

及び住環境の向上を図る。 

・老朽化した木造住宅等の不燃

化の建替や共同建替等を進

め、道路を拡幅することによ

り、良質な住宅供給と防災性

及び住環境の向上を図る。 

ロ 用途、密度に関する基本方

針、その他の土地利用計画

の概要 

・都市基盤の整備と、老朽建築

物の不燃化を進め、丘陵地の

立地にふさわしい災害に強い

良好な居住環境とする。 

・都市基盤の整備と、老朽建築

物の不燃化を進め、丘陵地の

立地にふさわしい災害に強い

良好な居住環境とする。 

ハ 都市施設、地区施設の整備

方針 

・区画街路や街区公園等の整

備の促進を図る。 

・区画街路や街区公園等の整

備の促進を図る。 

ニ その他の特記すべき事項   

ホ 重点地区を含む重点供給地 

域の名称、面積 

・東久保町地区（約20.4ha） ・唐沢・平楽・八幡町地区 

（約40.2ha） 

 



新 

 

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

   

   

   

   

   

   

 

 



旧 

  

別表 重点地区の整備又は開発の計画の概要 

17 三春台地区 18 本郷町３丁目地区 

  

19 滝頭・磯子地区 

約22.8ha 約17.4ha 約39.1ha 

・老朽化した木造住宅等の不燃

化の建替や共同建替等を進

め、道路を拡幅することによ

り、良質な住宅供給と防災性

及び住環境の向上を図る。 

・老朽化した木造住宅等の不燃

化の建替や共同建替等を進

め、道路を拡幅することによ

り、良質な住宅供給と防災性

及び住環境の向上を図る。 

・老朽化した木造住宅等の不燃

化の建替や共同建替等を進

め、道路を拡幅することによ

り、良質な住宅供給と防災性

及び住環境の向上を図る。 

・都市基盤の整備と、老朽建築

物の不燃化を進め、丘陵地の

立地にふさわしい災害に強い

良好な居住環境とする。 

・都市基盤の整備と、老朽建

築物の不燃化を進め、丘陵

地の立地にふさわしい災害

に強い良好な居住環境とす

る。 

・都市基盤の整備と、老朽建築

物の不燃化を進め、都市周辺

部の立地にふさわしい災害に

強い良好な居住環境とする。 

・区画街路や街区公園等の整

備の促進を図る。 

・区画街路や街区公園等の整

備の促進を図る。 

・区画街路や街区公園等の整

備の促進を図る。 

   

・三春台地区（約22.8ha） 

 

・本郷町３丁目（約17.4ha） ・滝頭・磯子地区 

（約39.1ha） 
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